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３．３３．３ 受注希望工種申請受注希望工種申請

第３章 電子申請システムの
特徴と操作手順

受注希望工種とは、部局ごとに受注を希望する工種を登録するもの
です。

受注希望工種については、部局によって登録できる内容や運用
が異なりますので、各部局のホームページ等で確認の上、申請
を行ってください。
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3.3(1) 3.3(1) 電子申請メニュー電子申請メニュー((受注希望工種申請受注希望工種申請))

大阪府電子申請
システムのトッ
プページから、
「建設工事」→
「受注希望工種
申請」ボタンを
押します。

①

○受注希望工種受注希望工種の辞退の辞退、現在登録されている内容の確認、現在登録されている内容の確認もこのもこの
メニューから行います。メニューから行います。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

①
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3.3(2) 3.3(2) 受注希望工種申請受注希望工種申請画面画面((業者基本情報の確認業者基本情報の確認))

①「▼」ボタンを
押すか、または
スクロールバー
を下に移動して
次画面に移動し
ます。

受注希望工種申請
を行う業者基本情
報の確認を行いま
す。

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(3) 3.3(3) 受注希望工種申請受注希望工種申請画面画面((申請業種の入力申請業種の入力))

申請を行う部局
の「工種選択」
ボタンを押すと
次画面に移動し
ます。

申請を行う部局に
ついて希望する工
種を選択します。

①
①

次画面の受注希望工
種選択画面で選択さ
れた受注希望工種が
表示されます。

「クリア」ボタンを
押すと工種がクリア
されます。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(4) 3.3(4) 受注希望工種選択受注希望工種選択

①希望する申請部
局を確認します。

希望する申請部局
を選択します。

②

希望工種を選択
しない場合には、
「取消」ボタン
を押下します。

④

「選択」ボタン
を押すと選択し
た内容が反映さ
れて受注希望工
種申請入力画面
に戻ります。

①

③④

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

②

申請する工種を
クリックします。

③
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3.3(5) 3.3(5) 受注希望工種申請受注希望工種申請((申請者情報の入力申請者情報の入力))

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
選択します。

「次へ」ボタン
を押します。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

戻って再度変更
入力をするとき、
必要なボタンを
押します。

「次へ」ボタン
を押し、申請を
進めます。

①

②

今回の申請で入力
した申請者の情報
を入力します。

②

①

申請者情報については入力者本人の情報を入力してください。
行政書士の方は所属には「行政書士事務所名、電話番号」、氏名には
「行政書士の氏名」を記入してください。
なお全て全角文字（英数字とも）で入力してください。

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順
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3.3(6) 3.3(6) 内容確認画面～到達通知確認画面内容確認画面～到達通知確認画面

入力内容確認画面

送信確認画面

到達通知確認画面
「入力内容確認画
面」→「送信確認
画面」→「到達通
知確認画面」の
「終了」ボタンを
押すと申請が終了
します。

①

①

第３章 電子申請システムの特徴と操作手順

※受注希望工種の登録は、電子申請してから受注希望工種の登録は、電子申請してから
おおむね２０～３０分で完了します。おおむね２０～３０分で完了します。


